
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

〇

一

号

赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
二
月
十
三
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
二
十
一
日
付
で

答
弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
っ
て
判
明
し
た
事
実
に
よ
っ
て
、
更

に
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
項
が
で
て
き
た
の
で
追
加
質
問
す
る
。

一

国
家
公
務
員
が
公
務
で
行
っ
た
業
務
の
褒
賞
と
し
て
金
員
や
物
品
を
受
領
す
る
こ
と
は
適
切
か
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
川
口
賞
の
受
賞
者
に
対
し
て
「
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
が
授
与
さ
れ
、
こ
の
「
赤
い
Ｔ
シ
ャ

ツ
」
は
、
川
口
順
子
外
務
大
臣
（
当
時
）
の
私
費
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
と
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
外
務
省
職
員
が

外
務
大
臣
か
ら
私
費
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
物
品
を
受
領
す
る
こ
と
は
適
切
か
。

三

「
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
の
時
価
は
い
く
ら
と
外
務
省
は
算
定
し
て
い
る
か
。
そ
の
算
定
基
準
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
「
赤

い
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
を
授
与
さ
れ
た
外
務
省
職
員
は
贈
与
等
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
川
口
賞
の
選
考
委
員
に
星
野
晶
子
氏
（
元
外
務
省
改
革
に
関
す
る
「
変
え
る
会
」
委
員
、

田
幸
大
輔
氏
（
元
外
務
省
改
革
推
進
本
部
事
務
局
長
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
が
選
ば
れ
た
と
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
星

野
氏
、
田
幸
氏
は
国
家
公
務
員
法
並
び
に
外
務
公
務
員
法
の
守
秘
義
務
を
負
う
か
。

一



五

川
口
賞
の
選
考
委
員
会
が
行
わ
れ
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
合
に
参
加
し
た
者
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

六

川
口
賞
の
選
考
委
員
会
で
は
、
受
賞
候
補
者
の
業
績
に
つ
い
て
資
料
が
配
付
さ
れ
た
か
。
配
付
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
内
容

に
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
か
。
選
考
委
員
会
で
配
付
さ
れ
た
資
料
を
外
務
省
は
会
議
終
了
後
に
回
収

し
た
か
。

七

川
口
賞
の
選
考
委
員
会
で
、
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
た
情
報
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
か
。

八

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
選
考
委
員
の
う
ち
外
務
省
職
員
で
な
い
者
に
対
し
て
、
謝
礼
が
支
払
わ
れ
た
」
事
実
が

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
支
払
わ
れ
た
謝
礼
の
総
額
は
い
く
ら
か
。
謝
礼
を
支
払
っ
た
際
に
外
務
省
は
源
泉
徴
収
を
行
っ
た

か
。
謝
礼
は
報
償
費
（
機
密
費
）
か
ら
支
払
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

九

謝
礼
以
外
に
外
務
省
が
外
務
省
職
員
で
な
い
選
考
委
員
に
対
し
て
交
通
費
を
支
払
っ
た
か
。
支
払
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
総
額
は
い
く
ら
か
。
ま
た
ど
の
予
算
か
ら
交
通
費
は
支
出
さ
れ
た
か
。

十

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
外
務
省
は
「
川
口
賞
を
創
設
し
、
外
務
省
職
員
に
授
与
し
た
こ
と
が
、
外
務
省
職
員
の
士

気
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
認
識
を
示
し
た
が
、
「
外
務
省
職
員
の
士
気
の
向
上
に
寄

二



与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
客
観
的
な
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一

外
務
省
が
「
川
口
賞
を
創
設
し
、
外
務
省
職
員
に
授
与
し
た
こ
と
が
、
外
務
省
職
員
の
士
気
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
」
な
ら
ば
、
な
ぜ
平
成
十
六
年
六
月
以
降
、
川
口
賞
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
か
。
明
確

な
答
弁
を
求
め
る
。

十
二

川
口
賞
の
授
賞
式
は
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
。
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
省
職
員
の
受
賞
者
も
授
賞
式
に
参
加
し
た

か
。
授
賞
式
に
参
加
す
る
外
務
省
在
外
職
員
は
公
務
出
張
の
扱
い
を
受
け
た
か
。
そ
の
た
め
に
支
払
わ
れ
た
交
通
費
、
日

当
、
宿
泊
費
は
い
く
ら
か
。

右
質
問
す
る
。

三


